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質疑項目 質 疑 内 容 回 答 内 容 

・ 提案内容の一部

変更又は内容付

加に関して 
・ 提案内容の変更 

①提案仕様書の 10ページ「Ⅷ．応募
提案書類の修正又は変更はいかなる

方法でも行なうことが出来ない」と

されていますが、今回賃借料の変更

は可能と説明を受け、賃借料の変更

以外で前回提出させていただいた提

案内容（様式４及び５）をよりよい

ものにする為の一部変更又は付加は

出来るのでしょうか 
②今回、賃料変更可能とのご説明を

受けましたが、その際１次審査提案

内容の変更も変更可能でしょうか｡ 

①②提案内容の変更は、第１次審

査結果を受けて施設提案内容そのも

のが変更となることも想定できるた

め、認めないものとします｡ただし貸

付料の提案は金額提示を二段階で予

定している場合もありますので変更

を認めることとします｡なお提案内

容を変更せずに、よりよいものとす

るための修正については一部又は付

加程度であれば可能とします｡修正

等の内容については、ヒアリング時

に説明するものとし、資料では修正

内容が確認できることを前提としま

す｡ 

・ 別紙様式 10（経
営計画）に関し

て 
 

①別紙様式 10（経営計画）に関して、
経営方針・経営体制図・経営見通し

の項目に記載するのは、①弊社の会

社全体の内容を記載するのか、②今

回の事業に関しての内容に限るのか

どちらで記載すればよろしいでしょ

うか 
②このページに記載する「経営方針」

「経営体制図」「経営見通し」という

のは、会社税対ではなく本件におけ

る施設を運営していくに際しての説

明ということでよいでしょうか｡ 

①②基本的には、本事業に関する

ものとしますが、本事業について会

社全体として、どのような対応する

かも記載願いたい 

・ 二次審査用事業

提案書の提出枚

数に関して 
 

弊社は表紙・目次・挨拶にて３ペ

ージ、別紙様式４～１１と図集を含

めて 15 ページにて提出しようと考
えておりますが、この方法でよろし

いでしょうか｡もし含まれなかった

場合は図集の提出許容枚数の規定は

あるのでしょうか｡又、様式集とは別

仕様書にて表紙・目次については

ページ数に含まないとしています｡

図集の提出枚数は制限ありません

が、ヒアリング時に確認可能な枚数

と考えてください｡ 
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に提出するのでしょうか 

・ 前回提出させて

いただいた様式

５（建築面積）

の変更に関して 
・ 建築面積等の変

更 

①前回提出させていただいた提案を

よりよいものにする為に、建築面積

等の若干の変更はしてもよろしいで

しょうか｡ 
②１次審査で提案いたしました建物

の建築面積、延床面積、駐車台数等

を変更して提案することは、可能で

しょうか｡ 

①②上記にて対応をお願いしま

す｡ヒアリング時に説明していただ

きますので、様式５の提出は必要あ

りません｡ 

・ プロポーザルの

日程に関して 
 

今回の事業提案のプロポーザル日

程が、10月 19日・20日の午後と設
定してありますが、同じ日に同業種

（今回はスーパーと温浴施設が２社

づつ）のプロポーザルは避けていた

だきたいのですが、検討していただ

けないでしょうか｡ 

１日３社を予定していますので、

場合によっては同一日の場合もあり

ます｡登録順か２次提案受付順で考

えます｡ 

・ プロポーザルの

参加人数に関し

て 
 

プロポーザルの際に弊社より参加

しても良い人数に規定はあるのでし

ょうか｡ 

ヒアリングを実施する部屋の関係

から、４名までといたします｡ 

・ 土地利用及び日

野市住みよいま

ちづくり指導要

綱 
 

確認申請上、敷地を２もしくは３

に分割して利用する場合、「日野市住

みよいまちづくり指導要綱」の適用

は、各分割した敷地での対応と考え

てよいか｡ 

「日野市住みよいまちづくり指導要

綱」第３条第３項により、１つの開

発事業とみなします｡ 

・ 建築基準法につ

いて 
 

 対象土地の現用途地域は、第２種

中高層専用地域ですが、建築基準法

48条の申請により、第１種住居地域
並みの用途に変更可能でしょうか｡ 

 本事業の制約の範囲内での提案は

よい｡ 
 

・ 選定委員会の構

成 
 

選定委員会の構成は１次と変更あ

りませんか｡市民を加える予定等は

ありませんか｡ 

 変更なし 

・ 入湯税の取扱い 
 

 温泉掘削した場合入湯税はかかり

ますか｡また東京の市・区・町・村で

は入湯税をかける場合でも「日帰り

入浴にはかけない」「入浴料が 1，200

基本的には、入湯税をかける予定

です｡しかし仮に最終予定の業種が

温浴施設となった場合、対象事業者

とは個別に調整いたします｡ 
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円以下の施設にはかけない」などの

贅沢でない施設には特例を設け、住

民負担を減らす例が見られますが今

後の予定はいかがですか｡ 

・ 日野市住みよい

まちづくり指導

要綱について 
 

①開発行為に該当せず、建築物の高

さ 10ｍ以下であるなど第３条の対
象事項に該当しない場合でも同指導

要綱の基準に準拠するべきでしょう

か 
②準拠する場合は、公園・防火水槽

は要求されますか｡その場合管理は

市が行なうのでしょうか｡また公園

の面積は敷地の３％か５％かどちら

になりますか｡ 

①質問の場合、指導要綱の適用外

であるが、市民にとって環境の悪化

及び災害等の防止などについては、

同指導要綱の基準を準拠してもらい

たい｡ 
②同指導要綱は適用外であるが、

「大規模小売店舗立地法関係調整

会議設置要綱」内、部会等で検討を

行います｡ 

・ オープン時期に

ついて 
 

 温泉審議会のタイミングに合わせ

て施設のオープン日を決めてよろし

いでしょうか 

 事業者の都合によります｡しかし

市が管理することとなる施設も併設

されるため、仮に最終予定の業種が

温浴施設となった場合、対象事業者

とは個別に調整いたします｡ 

・ 第１次審査書類

審査について 
 

 第１次審査書類審査集計結果にあ

る「市の要求要件項目」「評価審査内

容」は第２次審査段階で提案者の具

体案に基づき、再度同項目、同内容

の審査があると考えてよいでしょう

か｡または、第２次審査段階では、１

次の審査項目、審査内容とは違う項

目・内容の審査となるのでしょうか｡ 

 第１次審査と同様項目・内容もあ

りますが、説明会で話した項目によ

り審査の予定です｡ 

・ 第１次審査結果

について 
 

 第２次審査における市の要求要件

項目と配点を教えて下さい｡（第１次

審査では土地の貸付料の提案額が全

体評価の３５％を占めていましたが

第２次審査でも同様でしょうか） 

第２次の審査項目は説明会で話し

た選考基準のとおり｡土地貸付料に

ついては割合はお答えできません

が、比重を置く予定です｡ 

・ 対象とする土地

について 
 

①今回は敷地面積 3，000 ㎡を超え
るので東京都「都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例（東京都

条例）」が適用されることになると思

①確認しています｡ 
 ②お見込みのとおり｡ 
③使用料がかかります｡ 
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われますが、都条例 117 条の土地改
変者の届出書類は今回の土壌汚染調

査報告書で問題ないか事前に東京都

にご確認されていますか｡ 
②埋蔵文化財の試掘及び調査の必要

はないということでよろしいでしょ

うか｡ 
③上下水道に伴う負担金はあります

でしょうか｡ 

・ 地区センター 
 

 第１次の質疑において地区センタ

ーの維持管理は原則市が行うとあり

ましたが、具体的には鍵の管理も市

で行うのでしょうか｡ 

 お見込みのとおり｡市から自治会

に鍵の管理を依頼いたします｡ 

・ 土地の権利関係 
 

①借地期間は新築工事期間及び建物

取り壊し期間を除いた期間と考えて

よろしいでしょうか｡ 
②契約満了時に更地にて土地は返還

とありましたが、地区センターも解

体するのでしょうか｡ 

①事業用借地件の契約期間は、お

見込みのとおり｡ 
②原則的には解体します｡ 

 


